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再 評 価 調 書 （案） 

Ⅰ 事業概要 

事 業 名 道路事業（道路改良工事） 

地 区 名 一般県道 日進瀬戸線 名古屋瀬戸道路 

事業箇所 日進市本郷町～長久手市大字岩作 

事業のあ

らまし 

一般県道日進瀬戸線は、名古屋市と名古屋東部諸都市を結び、名古屋環状２号線､東名高速道路､

そして東海環状自動車道と一体となって名古屋圏の自動車専用道路網を形成する道路で、地域高

規格道路名古屋瀬戸道路の一部区間となっている。 

本路線は、東名高速道路との接続により広域的な活動、交流を可能とし、人口が増加傾向にあ

る名古屋東部地域の地域整備を支援し、地域の活性化に寄与する道路であり、また、主要地方道

力石名古屋線などの渋滞緩和などを目的として整備するものである。 

事業目標 

【達成（主要）目標】 

⑥モノづくりを支え、国際競争力を高める広域交通基盤の整備（名古屋東部地域の活性化及び周

辺道路の渋滞緩和） 

⑦渋滞のないスムーズな移動空間の提供（名古屋東部地域の活性化及び周辺道路の渋滞緩和） 

 

【副次目標】 

②地震減災対策の推進（名古屋圏の自動車専用道路網の形成） 

④風水害への対応力の強化（名古屋圏の自動車専用道路網の形成） 

⑪温暖化対策の推進（名古屋東部地域の活性化及び周辺道路の渋滞緩和） 

 

 

計画変更

の推移 

 事前評価時 

（H11） 

再評価時 

（H20） 

再評価時2回目 

（H25） 

変動要因の分析 

事業期間 H11～H22 H11～H40 H11～H45 地元調整の難航等 

事業費（億円） ６８８ ９６３ ９６０ 段階整備による事業費減

経費 

内訳 

工事費 － ６６１ ６５８  

用補費 － ２６５ ２６５  

その他 － ３７ ３７  

事業内容 
延長：L=4.0km 

(４車線) 

延長：L=4.0km 

(４車線) 

延長：L=4.0km 

(４車線) 

 

Ⅱ 評価 

①
事
業
の
必
要
性
の
変
化 

1) 必 要 性

の変化 

 

【事前評価時の状況】 

・(主)力石名古屋線の道路混雑の緩和 

・2005年・愛知万博の観客輸送計画のアクセスルートとしてスムーズな交通処理を実現 

 

【再評価時の状況】 

・人口急増が続く名古屋東部丘陵地域での交通需要に対処 

・愛知万博の理念と成果を受け継ぐ「愛・地球博記念公園」及びその他周辺諸施設等の地域

整備を支援する交通基盤 

 

【再々評価時の状況】 

・長久手市や東郷町などで新たな地域整備が進み、人口増や商業等の活性化が進んでいる 

 

【変動要因の分析】 

・名古屋東部丘陵地域での人口増加・産業立地傾向は現在も続いており、地域の交通需要も

増加傾向を示している。 

（別紙２）
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判定 

Ｂ 
A： 事業着手時に比べ必要性が増大している。 

B： 事業着手時に比べ必要性にほとんど変化がない。 

C： 事業着手時に比べ必要性が著しく低下している。 

【理由】 

・前回評価時と比べ、長久手市や東郷町などで大型商業施設が立地する地域整備が新たに進

められており、事前評価時と比べても愛知万博跡地周辺への諸施設の整備が進んでおり、

名古屋市方面及び広域的なアクセスの必要性は続いている。また、周辺一般道には平成 25

年 1 月に主要渋滞箇所に選定された区間・箇所があるなど、今後も交通渋滞の緩和が必要

であるため 

②
事
業
の
進
捗
状
況
及
び
見
込
み 

1) 進捗状

況 

【事業計画及び実績】 

【進捗率】 

【施工済みの内容】 

・平成１６年度：日進ＪＣＴ～長久手ＩＣ間の2.3kmが供用開始 

・平成１６年度供用以後の平成１７年度～今年度まで今後の延伸整備に向けて用地買収およ

び補償を着々と進めている。 

2) 未着手

又は長

期化の

理由 

・前回再評価時には事業期間を平成１１年～平成４０年度としていたが、用地買収の難航や

暫定整備の検討に年月を要し、長期化している。 

3) 今後の

事業進

捗の見

込み 

【阻害要因】 

・完成形整備に向けては、用地難航箇所の用地取得が必要。 

【今後の見込み】 

・暫定整備に向けた用地は確保済みであり、前回評価時の目標年度である平成４０年度には

暫定形の供用の見通しがある。 

判定 

Ｂ 

A： 事業は順調であり、計画通り確実な完成が見込まれる。 

B： 多少の阻害要因があるが、一定の期間等を要すれば、解決できる見通しが

あり、ほぼ計画通りの完成が見込まれる。 

C： 阻害要因の解決が困難で、現時点では、事業進捗の目処がたたない。 

【理由】 

・前回評価より事業進捗は遅れているものの、前回評価時の目標年度である平成４０年度に

は暫定形の供用の見通しがあるため。 
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③
事
業
の
効
果
の
変
化 

1) 貨 幣 価

値 化 可

能 な 効

果（費用

対 効 果

分 析 結

果）の変

化 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析の算定基礎となった要因変化の有無】 

・有：算定基礎となるＯＤ及び道路ネットワークの変更（新設道路のネットワーク追加等）

 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析結果】 

区分 
事前評価時 再評価時 

再評価時 

２回目 備考 

(基準年：H14) (基準年：H20) (基準年：H25) 

費用 

(億円) 

事業費 365 966 1,007 
・基準年の変更

（H20→H25） 

維持管理費 106 2 9 
・年間維持管理費の見

直し 

合計（Ｃ） 471 968 1,015   

効果 

(億円) 

走行時間短縮便益 874 1,362 1,449 ・費用便益分析マニュ
アルの改訂（原単位
の変更） 

・交通量推計に用いる
データの変更 

走行経費減少便益 58 99 59 

交通事故減少便益 41 27 3 

合計（Ｂ） 973 1,488 1,511   

(参考) 

算定 

要因 

計画 

交通量 

(台/日） 

26,900 34,400 20,800 
・交通量推計に用いる

データの変更 

費用対効果分析結果（Ｂ/Ｃ） 2.1 1.5 1.4 
 

【貨幣価値化可能な効果（費用対効果）分析手法】 

・費用便益分析マニュアル（平成20年 11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局） 

 

【変動要因の分析】 

・交通量推計の算定条件の変化、評価基準年の更新及び費用便益分析マニュアルの変更 
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2) 貨 幣 価

値 化 困

難 な 効

果 

貨幣価値化困難な効果としては、「広域的な防災機能の向上」、「物流の拠点となる空港・港

湾（主要物流拠点）・モノづくり拠点への定時性の確保」、「広域交通性の向上」、「主要な渋滞

箇所の渋滞の緩和」、「道路沿道環境の改善」がある。 

 また、「貨幣価値化困難な効果 評価基準表」による評価値は0.93である。 

判定 

Ｂ 

A： 事業着手時とほぼ同様の事業効果が発現される見通しがある。 

B： 事業着手時と比べ低下が見られるが、十分な事業効果が確保される見通し

がある。 

C： 事業着手時と比べ著しく低下し、現時点では事業効果が確保される見通し

が立たない。 

【理由】 

・前回再評価と比べて、Ｂ/Ｃは若干低下しているが1.0を超えており、貨幣価値化困難な効

果についても、広域交通性の向上、主要な渋滞箇所の渋滞の緩和などの効果が期待できる。

Ⅲ 対応方針（案） 

継続 
中止：上記①～③の評価で一つでもＣ判定があるもの。 

継続：上記以外のもの。 

Ⅳ 事後評価実施の有無と主な評価内容 

■対象（事業完了後５年目） □対象外  

【事業完了後５年を越えて実施する理由・対象外の理由】 

 

【主な評価内容】 

・バイパス整備による渋滞の解消状況（現道及びバイパスの交通量、旅行速度） 

Ⅴ 事業評価監視委員会の意見 

 

Ⅵ 対応方針 
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